
防
災
行
政
無
線
は
放
送
後
24
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
☎
68
・
７
３
１
３
）　
※
通
話
料
は
利
用
者
負
担

知ってナッ得

みんなの
安心

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

防災安全課　地域安全係 ☎・内線 1265
　　　　　　消防防災係 ☎・内線 1261

　
道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
６
年
11
月

１
日
か
ら
、
自
転
車
運
転
中
の「
な
が
ら
ス

マ
ホ
」と「
酒
気
帯
び
運
転
」の
罰
則
が
強
化

さ
れ
ま
す
。

①
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
手
に
持
ち
、自

転
車
に
乗
り
な
が
ら
通
話
す
る
行
為
や
画

面
を
注
視
す
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
、罰
則
の

対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　
違
反
者
は
、６
カ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

10
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
、さ
ら
に

交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
は
、１
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

②
酒
気
帯
び
運
転
お
よ
び
ほ
う
助

　
自
転
車
の
酒
気
帯
び
運
転
の
ほ
か
、酒
類

の
提
供
や
同
乗
、自
転
車
の
提
供
に
対
し
て

新
た
に
罰
則
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
違
反
者
お
よ
び
自
転
車
の
提
供
者
に
は
、

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の

罰
金
が
、
酒
類
の
提
供
者
お
よ
び
同
乗
者
に

は
、２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
違
反
者
は
、
自
転
車
運
転
者
講
習
制
度

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
講
習
制
度
は
、
自

転
車
の
運
転
に
関
し
、
交
通
の
危
険
を
生

　
岩
手
警
察
署
で
は
、交
通
環
境
の
変
化

を
踏
ま
え
、
市
内
の
横
断
歩
道
２
カ
所

と
、一
時
停
止
１
カ
所
を
、年
内
に
廃
止

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、安
全
を
確
認
し
た

う
え
で
、
通
行
し
て
く
だ
さ
い
。

  

市
内
３
カ
所
の
交
通

  

規
制
を
廃
止
し
ま
す

交通 じ
さ
せ
る
お
そ

れ
の
あ
る
一
定

の
違
反（
危
険

行
為
）を
反
復

し
て
行
っ
た
者

が
対
象
と
な
る

も
の
で
す
。

自
転
車
運
転
時
の
ス
マ
ホ

11
月
か
ら
罰
則
が
強
化

交通

廃
止
す
る
横
断
歩
道

国道282号線 旧北森駅跡地前
( 松尾第27地割124番地先）

廃
止
す
る
指
定
場
所
一
時
停
止

第13消防分団東側
（荒木田第10地割81番地２先）

大更コミュニティセンター南東側
（大更第25地割56番地1先）

廃止
廃止

廃止
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